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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を配した処理容器内に原料ガス供給系から原料ガスが供給され、当該原料ガスが高温
に維持された発熱体によって分解及び／又は活性化され、前記基板に薄膜が形成される発
熱体ＣＶＤ装置であって、
　発熱体が電力供給機構に接続されている接続部は、発熱体の端部が挿脱される発熱体挿
入口と、当該発熱体の端部が発熱体挿入口に挿脱する方向へ摺動自在に取り付けられてい
る弾性体支持具とを備えていると共に、当該発熱体挿入口内に、一方側が発熱体挿入口に
挿入される発熱体の端部に面し、他方側が前記弾性体支持具に摺動自在に支持される金属
製又はセラミック製の弾性体を備えており、前記弾性体支持具を、発熱体端部が発熱体挿
入口に挿入される方向へ移動させることによって、前記弾性体の弾性力で発熱体端部を接
続部に押し付けて、発熱体の接続部への取り付けが行われることを特徴とする発熱体ＣＶ
Ｄ装置。
【請求項２】
基板を配した処理容器内に原料ガス供給系から原料ガスが供給され、当該原料ガスが高温
に維持された発熱体によって分解及び／又は活性化され、前記基板に薄膜が形成される発
熱体ＣＶＤ装置であって、
　前記発熱体が電力供給機構に接続されている接続部は、発熱体の端部が挿脱される発熱
体挿入口と、当該発熱体挿入口内に配置されている金属製コイルバネを備えており、前記
発熱体挿入口に挿入された発熱体の端部の金属製ブロックが、前記発熱体挿入口内の金属
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製コイルバネの弾性力によって保持され、当該金属製コイルバネを通して前記電力供給機
構からの電力供給が行われることを特徴とする発熱体ＣＶＤ装置。
【請求項３】
前記金属性コイルバネは、ベリリューム銅、ステンレススチール、又は、ニッケル基超合
金からなることを特徴とする請求項２記載の発熱体ＣＶＤ装置。
【請求項４】
前記発熱体は、タングステンを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の発
熱体ＣＶＤ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、真空室（処理容器）内に所定の温度に維持される発熱体を設け、原料ガスを前
記発熱体によって分解及び／又は活性化させ、真空室（処理容器）内に配置されている基
板上に薄膜を堆積させる発熱体ＣＶＤ装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ＬＳＩ（大規模集積回路）を始めとする各種半導体デバイスやＬＣＤ（液晶ディスプレイ
）等の作製においては、基板上に所定の薄膜を形成するプロセスの１つとして化学気相堆
積（ＣＶＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法が広く用いられ
ている。
【０００３】
ＣＶＤ法には、放電プラズマ中で原料ガスを分解及び／又は活性化させて成膜を行うプラ
ズマＣＶＤ法や基板を加熱してその熱により化学反応を生じさせて成膜を行う熱ＣＶＤ法
等の他に、所定の高温に維持した発熱体により原料ガスを分解及び／又は活性化させて成
膜を行う方式のＣＶＤ法（以下、発熱体ＣＶＤ法と呼ぶ）がある。
【０００４】
発熱体ＣＶＤ法を行う成膜処理装置（発熱体ＣＶＤ装置）は、真空排気可能な処理室内に
設けられたタングステン等の高融点金属からなる発熱体を１０００～２０００℃程度の高
温に維持しながら原料ガスを導入するよう構成されている。導入された原料ガスは、発熱
体の表面を通過する際に分解や活性化され、これらが基板に到達することにより最終的な
目的物である材料の薄膜が基板の表面に堆積する。尚、このような発熱体ＣＶＤ法のうち
、ワイヤ状の発熱体を用いるものについてはホットワイヤ（Ｈｏｔ　Ｗｉｒｅ）ＣＶＤ法
と呼ばれ、また、発熱体による原料ガスの分解あるいは活性化において発熱体の触媒反応
を利用しているものについては触媒ＣＶＤ（またはＣａｔ－ＣＶＤ：Ｃａｔａｌｙｔｉｃ
－ＣＶＤ）法と呼ばれる。
【０００５】
発熱体ＣＶＤ法では原料ガスの分解や活性化は、発熱体の表面を通過する際に起こるため
、基板の熱のみによって反応を生じさせる熱ＣＶＤ法に比べて基板の温度を低くできると
いう長所がある。また、プラズマＣＶＤ法のようにプラズマを形成することがないので、
プラズマによる基板へのダメージといった問題からも無縁である。このようなことから、
発熱体ＣＶＤ法は、高集積化や高機能化が益々進む次世代の半導体デバイスや表示デバイ
ス等の成膜法として有望視されている。
【０００６】
図８に従来の発熱体ＣＶＤ装置の概念図を示す。内部で基板（不図示）に対して薄膜形成
という所定の処理がなされる処理容器１に、処理容器１内を真空に排気する排気系１１と
、処理容器１内に薄膜形成のための所定の原料ガスを供給する原料ガス供給系２１とが接
続されている。
【０００７】
処理容器１内には、処理容器１内に供給された原料ガスが表面を通過するように発熱体３
が配置されており、当該発熱体３には、これを発熱体ＣＶＤ法に要求される所定の高温（
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約１６００～２０００℃程度）に加熱、維持するように、電力を与える電力供給機構３０
が接続されている。
【０００８】
また、処理容器１内には、前記所定の高温に維持されている発熱体３によって分解及び／
又は活性化された原料ガスによって所定の薄膜が形成される基板（不図示）を保持する基
板ホルダー４が備えられている。
【０００９】
なお、図８図示の形態においては、原料ガス供給系２１は、不図示の原料ガスが充填され
たボンベ、供給圧調整器、流量調整器、供給／停止切換バルブ等から構成されており、原
料ガスは、この原料ガス供給系２１より処理容器１内において発熱体３に対向して配置さ
れているガス供給器２を介して処理容器１内に供給されている。また、２種類以上の原料
ガスを使用するプロセスでは、原料ガス供給系２１は使用されるガス種の数だけガス供給
器２に並列に接続されることになる。ガス供給器２は中空構造となっており、基板ホルダ
ー４と対向する面に多数のガス吹出孔２１０が形成されている。
【００１０】
一方、排気系１１は、排気速度調整機能を有するメインバルブ１２を介して処理容器１と
接続されており、この調整機能により処理容器１内の圧力が制御される。
【００１１】
また、薄膜形成という所定の処理が施される被処理物たる基板（不図示）は、ゲートバル
ブ５を介して処理容器１内に搬出／搬入され、基板ホルダー４内には、基板（不図示）を
所定の温度に加熱する加熱機構（不図示）が内蔵されている。
【００１２】
発熱体３は、一般に線状の部材からなるものであり、鋸歯状に折り曲げられ、少なくとも
表面が絶縁体である支持体３１により保持されている。また、電力供給機構３０からの電
力供給線３２が接続端子３３により接続され、ここを介して電力の供給を受け、発熱体Ｃ
ＶＤ法に要求される所定の温度への加熱、所定の温度での維持が図られている。
【００１３】
電力供給機構３０には、通常、直流電源又は交流電源が用いられる。発熱体３は、電源か
ら電力が供給されて、通電加熱により所定の温度に設定されるようになっている。この発
熱体を高温加熱することにより、原料ガスを分解及び／又は活性化し成膜を効率よく行う
ことができる。
【００１４】
発熱体３が電力供給機構３０に接続される接続部における発熱体３の接続部への取り付け
は、図１０図示のように、電力供給線３２が接続されている接続端子本体３３１（図８の
接続端子３３に該当している）に設けられている発熱体挿入口３３７に、発熱体３の端部
が挿入され、ネジ３３２で締め付けて行われている。
【００１５】
図８に示す発熱体ＣＶＤ装置による薄膜形成について、シリコン膜を作製する場合とシリ
コン窒化膜を作製する場合を例に挙げると、シリコン膜を作製する場合には、原料ガスと
してシラン（ＳｉＨ４）と水素（Ｈ２）の混合ガスが用いられ、シリコン窒化膜を作製す
る場合にはシランとアンモニア（ＮＨ３）の混合ガスが用いられる。処理容器１内の圧力
は０．１～１００Ｐａ程度である。何れの膜においても発熱体３の温度は約１６００～２
０００℃、基板ホルダー４に保持されている基板（不図示）の温度は、基板ホルダー４内
の加熱機構（不図示）によって２００～５００℃程度にされている。
【００１６】
前述した従来型の発熱体ＣＶＤを用いて所定の成膜条件により、シリコン膜やシリコン窒
化膜を形成した場合、発熱体に使用されている高融点金属、例えば、前述のタングステン
線等がシランガスと反応してしまい、シリコン化合物を生成してしまうことがある（シリ
サイド化）。
【００１７】
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このようなシリサイド化は、電力供給機構３０からの電力供給の接続部である接続端子３
３近傍や支持体３１との接続部近傍など、原料ガスが発熱体３を変性させる反応を起こす
よりも短い時間内に原料ガス又はその分解種を熱により瞬時に発熱体３の表面から吹き飛
ばすことができない、やや温度が低い部分から進行する。
【００１８】
このシリサイド化によって、発熱体の組成及び径が変化してしまい、抵抗値が下がる。そ
の結果、発熱量が減少し、最終的には発熱体全体の劣化が引き起こされ、発熱体の使用時
間が長くなるにつれて成膜速度が低下する。また、これらシリサイド等の反応物は、一般
的に蒸気圧が高いので、堆積された膜の汚染の原因ともなり、この発熱体の劣化にともな
い、成膜されるシリコン膜やシリコン窒化膜の膜質も劣化する。そこで、所定の処理枚数
を行ったある時点で、処理容器１内の真空を大気開放し、発熱体３の交換を行う必要があ
り、生産性において問題であった。
【００１９】
このシリサイド化の現象については、２０００年４月２４日～２８日に米国サンフランシ
スコのＭａｒｒｉｏｔｔホテルならびにＡｒｇｅｎｔホテルにて開催されたＭａｔｅｒｉ
ａｌｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　２０００　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｍｅｅｔｉｎｇ
において、“Ｔｈｅ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｗ　ｆｉｌａｍｅｎｔ　ａｌｌｏｙｉ
ｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ＨＷＣＶＤ
　ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ　ａ－Ｓｉ：Ｈ　ｆｉｌｍｓ”と題して、Ａ．Ｈ．Ｍａｈａｎ等に
より詳細な発表がなされている。
【００２０】
上述の発熱体のシリサイド化による劣化に対する制御手段であるが、Ｍａｈａｎ等は、前
記発表の中で発熱体の寿命を延ばす手段についても触れ、成膜後に発熱体を水素中あるい
は真空中で加熱することを提案している。
【００２１】
しかし、この手段は、各成膜の間にその処理を行う時間を確保する必要があり、生産性が
低下してしまう問題がある。また、厳密には発熱体のシリサイド化は成膜中に進行してい
ることから、すなわち、発熱体温度、あるいは原料ガスの分解及び／又は活性化に有効な
発熱体の領域等の発熱体３を中心とした成膜環境が変化しているため、成膜時間が長い場
合、膜の特性が厚さ方向で変化（劣化）してしまう。
【００２２】
図９は、発熱体３を支持体３１に線材３４（通常モリブデンが用いられる）により保持し
、これによって接触面積を低減させることにより熱伝導を低減させ、発熱体３のやや温度
が低くなる部分（発熱体３が電力供給機構３０に接続されている接続部や、発熱体３が支
持体３１に支持されている支持部）から進行するシリサイド化の防止を図ろうとした従来
例の支持体３１の部分を説明するものである。しかしこの方法でも線材３４と接触した点
の発熱体３の温度は少なからず低下してしまい、シリコン膜形成等でシランガス圧力が高
い等、成膜条件によってはその点からシリサイド化を生じてしまう。
【００２３】
したがって、図９図示の構成を採用した発熱体ＣＶＤ装置においても、所定の処理枚数を
行ったある時点で、処理容器１内の真空を大気開放し、発熱体３の交換を行う必要があり
、生産性において問題があった。
【００２４】
一方、発熱体ＣＶＤ装置において成膜を繰り返し行うと、処理容器内部にも膜が付着し、
やがて剥離してゴミの原因となる。本発明者は、このゴミの原因となる処理容器内部の付
着膜を効率よく除去可能な除去方法、さらには、発熱体ＣＶＤ装置のｉｎ　ｓｉｔｕクリ
ーニング法を提案している（特願平１１－２２２０８７号）。これは、図８図示のような
従来の発熱体ＣＶＤ装置におけるガス供給器２に、原料ガス供給系２１と同様の構成のク
リーニングガス供給系を配設し、クリーニング時には、成膜時の原料ガスの代わりにガス
供給器２を介して処理容器１にクリーニングガスを導入するものである。すなわち、処理
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容器１内を排気した後、内部に配設されている発熱体３を２０００℃以上に加熱保持し、
この状態で発熱体３により分解及び／又は活性化されて生成される活性種が、付着膜と反
応してこれを気体状物質に変換させることのできるクリーニングガスを処理容器１に導入
し、生成された気体状物質を排気することにより付着膜を除去することを特徴とする発明
である。この発明は、発熱体を２０００℃以上に保持することで、発熱体３自身がクリー
ニングガスと反応を起こさず安定であるという知見に基づいたものである。
【００２５】
しかし、その発明後、発熱体３を２０００℃以上に保持しようとしても、やはり電力供給
機構３０からの電力供給の接続部である接続端子３３近傍や支持体３１との接触部近傍と
いった部分は温度が低く、付着膜の除去を行うにしたがって、その部分がクリーニングガ
スとの反応によりエッチングされて徐々に細ってしまい、やがて切れてしまうことが判明
した。したがって、原料ガスによるシリサイド化の問題と同様、ある時点で発熱体３の交
換を行う必要があり、生産性において問題となっていた。
【００２６】
更に、前述したように、従来型の発熱体ＣＶＤ装置においては、発熱体３が電力供給機構
３０に接続されている接続部に、図１０図示のような接続構造が採用されているので、ネ
ジ３３２の締め付け力は、製造者（作業者）によって一定していない。また、ネジ３３２
を締め付ける力が一定していないだけでなく、発熱体３に通電することで接続端子本体３
３１が加熱されるが、この熱サイクルでネジ３３２に緩みが生じ、ネジ３３２による発熱
体３の接続端子本体３３１への締め付け力が小さくなってしまうこともあった。
【００２７】
通常、発熱体３は通電加熱により１６００～２０００℃程度に加熱されるため、材料とし
ては、高融点金属が用いられ、一般的には、φ０．５の線状タングステンが用いられる。
しかし、タングステン線は、一度、１６００～２０００℃の高温で通電加熱されると、結
晶状態が変化することから、脆く、折れ易い性質に変化してしまう。この変化は、上述の
シリサイド化と異なり、発熱体３と電力供給機構との接続部などに限られた領域ではなく
、当然、発熱体３全体に及び、特に接続部などにおいては、従来多用されていた上述のネ
ジによる固定に代わる、新たに脆い性質に変質したタングステン線の固定方法の問題とし
て、発熱体のシリサイド化防止と同様に、生産性の向上を図る上で発熱体ＣＶＤ装置固有
の解決すべき課題として残されていた。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、処理容器（真空室）内に導入された原料ガスを発熱体によって分解及び
／又は活性化させ、処理容器（真空室）内に配置されている基板上に薄膜を堆積させる発
熱体ＣＶＤ装置であって、生産性の向上された発熱体ＣＶＤ装置を提供することを目的と
している。そして、かかる目的を達成するために、発熱体ＣＶＤ装置の重要な機構部の一
つである、主に発熱体の電力供給機構との接続部において、発熱体のやや温度が低くなる
部分が、成膜時に、原料ガスやこれらを起源とする活性種によって劣化（シリサイド化）
したり、付着膜除去時（クリーニング時）にクリーニングガスやこれを起源とする活性種
と反応（エッチング）したりすることを防止でき、また、発熱体の固定方法が改善されて
いて、その箇所における発熱体の劣化の問題を防止することのできる発熱体ＣＶＤ装置を
提供することにある。
【００２９】
【課題を解決する為の手段】
本発明の発熱体ＣＶＤ装置は、上記目的を達成するために次のように構成されている。
【００３０】
本発明の発熱体ＣＶＤ装置は、内部に備えられている基板ホルダーに保持されている基板
に対して薄膜形成処理がなされる処理容器と、当該処理容器に接続されていて処理容器内
を真空に排気する排気系及び、処理容器内に原料ガスを供給する原料ガス供給系と、支持
体に支持されて当該処理容器内に配置され、電力供給機構からの電力供給を受けて高温（
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約１６００～２０００℃程度）にされる発熱体とを備えている。そして、前記原料ガス供
給系から処理容器内に導入された原料ガスが高温に維持された発熱体によって分解及び／
又は活性化され、前記基板ホルダーに保持されている基板に薄膜が形成されることを基本
的形態とする発熱体ＣＶＤ装置である。
【００３１】
本発明の発熱体ＣＶＤ装置は、前記の構成において、前記発熱体が電力供給機構に接続さ
れている接続部及び／又は前記発熱体が支持体に支持されている支持部には、接続部及び
支持部との間に隙間を存在させ、かつ発熱体と接触すること無しにカバーが装着されてお
り、当該カバーと、接続部及び支持部との間の当該隙間に、ガスを導入するためのガス導
入系が備えられていることを特徴とするものである。
【００３２】
しかも、発熱体が電力供給機構に接続されている接続部及び／又は発熱体が支持体に支持
されている支持部において、前記カバーと接続部及び支持部との間に存在している隙間は
、発熱体の端部と接触すること無しに装着されているカバーと、発熱体端部との間に形成
されている隙間を介して処理容器の内部空間に連通されている。
【００３３】
そこで、前記カバーと接続部及び支持部との間の隙間にガスを導入するためのガス導入系
から導入されたガスは、前記カバーと接続部及び支持部との間に存在している隙間及び、
前記カバーと発熱体端部との間に形成されている隙間を介して処理容器内に導入されてい
く。
【００３４】
この結果、成膜時あるいは付着膜除去（クリーニング）時に、前記カバーと接続部及び支
持部との間の隙間にガス導入系からガスを導入すると、これが、当該隙間から、前記カバ
ーと発熱体端部との間に形成されている隙間を介して処理容器内に流動していく。
【００３５】
そこで、成膜時にはシランガス等の原料ガスがカバー内部の、カバーと接続部や支持部と
の間に存在している隙間へ侵入すること、すなわち原料ガスが発熱体のやや温度の低い部
分に接触することを抑制できる。また、付着膜除去（クリーニング）時にも、クリーニン
グガスがカバー内部の、カバーと接続部や支持部との間に存在している隙間へ侵入するこ
と、すなわちクリーニングガスが発熱体のやや温度の低い部分に接触することを抑制でき
る。
【００３６】
また、カバーが発熱体に接触すると、その接触部分の発熱体の温度が低下してしまい、そ
の温度が低下した部分が原料ガスやクリーニングガス、これらを起源とする活性種に接触
し、シリサイド化の進行や、成膜環境の不安定化が生じてしまうが、前記の通り、カバー
は、発熱体の端部と接触すること無しに接続部や支持部に装着されている、すなわちカバ
ーと発熱体の端部との間には隙間が形成されているのでこのようなおそれはない。
【００３７】
これらにより、発熱体が電力供給機構に接続されている接続部や、発熱体が支持体に支持
されている支持部のように、発熱体の温度がやや低くなる部分が、成膜時に原料ガスによ
り劣化（シリサイド化）したり、付着膜除去（クリーニング）時にクリーニングガスと反
応（エッチング）したりすることを防止できる。
【００３８】
この結果、発熱体の長寿命化と、成膜環境の安定化が実現でき、発熱体の長寿命化による
発熱体の交換頻度の低下により、生産性の良い発熱体ＣＶＤ装置を提供するこができる。
【００３９】
なお、前記において、カバーと接続部や支持部との間の隙間にガス導入系から導入される
ガスは、水素、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素、アンモニア
のいずれか、またはこれらの２種以上からなる混合ガスとすることができる。
【００４０】
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本発明が提案する他の発熱体ＣＶＤ装置は、前述した基本的形態の発熱体ＣＶＤ装置にお
いて、前記発熱体が電力供給機構に接続されている接続部は、発熱体の端部が挿脱される
発熱体挿入口と、当該発熱体の端部が発熱体挿入口に挿脱する方向へ摺動自在に取り付け
られている弾性体支持具とを備えていると共に、当該発熱体挿入口内に、一方側が発熱体
挿入口に挿入される発熱体の端部に面し、他方側が前記弾性体支持具に摺動自在に支持さ
れる金属製又はセラミック製の弾性体を備えており、前記弾性体支持具を、発熱体端部が
発熱体挿入口に挿入される方向へ移動させることによって、前記弾性体の弾性力で発熱体
端部を接続部に押し付けて、発熱体の接続部への取り付けが行われることを特徴とするも
のである。
【００４１】
　ここで、金属製又はセラミック製の弾性体としては、１６００～２０００℃の高温に達
する発熱体と接触し、６００℃近くまで加熱される場合があるため、そのような温度でも
その弾性力を失わない材質であるインコネル（登録商標）などの金属や窒化硅素などのセ
ラミックからできているバネなどを採用することが望ましい。
【００４２】
前記の構成の発熱体ＣＶＤ装置によれば、発熱体の端部と接続部との接触面積を前記発熱
体挿入口に与えられている一定の面積に保ち、かつ、発熱体の端部を接続部に常にほぼ一
定の力で押し付けることができる。
【００４３】
また、前記の構成を採用することによって、図１０に示したような従来のネジの締め付け
力による固定と異なり、弾性体支持具（例えば、バネ押さえ金具）が接続部の発熱体挿入
口への発熱体端部の挿脱方向に並行にスライドされることによって、弾性力を発揮する弾
性体からの押し付け力による固定、または力の解除を瞬時に行って、発熱体の端部の、接
続部での取り付け、取り外しを実現できる。
【００４４】
したがって、発熱体が一度通電加熱されて変質し、脆くなっていたとしても、発熱体の端
部は、高温下において安定した一定の弾性力により固定されており、しかも、発熱体端部
の接続部での取り付け、取り外しは容易に、かつ短時間で行うことが可能であるため、メ
ンテナンスによる装置停止時間を低減でき、生産性の高い発熱体ＣＶＤ装置を提供するこ
とができる。
【００４５】
本発明が提案する更に他の発熱体ＣＶＤ装置は、前述した基本的形態の発熱体ＣＶＤ装置
において、前記発熱体が電力供給機構に接続されている接続部は、発熱体の端部が挿脱さ
れる発熱体挿入口と、当該発熱体挿入口内に配置されている金属製コイルバネを備えてお
り、前記発熱体挿入口に挿入された発熱体の端部の金属製ブロックが、前記発熱体挿入口
内の金属製コイルバネの弾性力によって保持され、その金属製コイルバネを通して前記電
力供給機構からの電力供給が行われることを特徴とするものである。
【００４６】
　ここでも、金属製コイルバネは、１６００～２０００℃の高温に達する発熱体と接触し
、６００℃近くまで加熱される場合があるため、そのような温度でもその弾性力を失わな
い材質であるインコネル（登録商標）などの金属製とすることが望ましい。
【００４７】
かかる構成によっても、発熱体の端部を、金属製コイルバネで、常にほぼ一定の力で、接
続部に保持することができる。
【００４８】
また、発熱体の端部の金属製ブロックを発熱体挿入口内に挿脱することによって、弾性力
を発揮する金属製コイルバネからの押し付け力による固定、または力の解除が瞬時に行わ
れ、発熱体の端部の、接続部での取り付け、取り外しを容易に、かつ短時間で行うことが
可能であるため、メンテナンスによる装置停止時間を低減でき、生産性の高い発熱体ＣＶ
Ｄ装置を提供することができる。
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【００４９】
このように、以上のような構成にすれば、発熱体が電力供給機構に接続されている接続部
や、発熱体が支持体に支持されている支持部のように、発熱体の温度がやや低くなる部分
が、成膜時に原料ガスにより劣化（シリサイド化）したり、付着膜除去（クリーニング）
時にクリーニングガスと反応（エッチング）したりすることを防止できると共に、発熱体
が一度通電加熱されて変質し、脆くなっていたとしても、発熱体の端部を、高温下におい
ても安定したほぼ一定の弾性力により固定し続け、しかも、発熱体端部の接続部での取り
付け、取り外しは容易に、かつ短時間で行うことができる。つまり、シリサイド化やエッ
チングの防止による発熱体の長寿命化と合わせることにより、メンテナンスによる装置停
止時間を低減できる生産性の高い発熱体ＣＶＤ装置を提供することができる。
【００５０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００５１】
図１は、本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第一の実施形態の要部構造を示すものであり
、処理容器１やその内部構造、排気系１１及び、原料ガス導入系２１等の形態、構造につ
いては、前記した図８に示す従来の発熱体ＣＶＤ装置と同様であるため図示を省略してい
る。また、図８に示した部材と同様の部材には同じ符号を付してその説明を省略している
。
【００５２】
図１では、発熱体３、発熱体３を支持する支持体３１、電力供給線３２、カバー３０１と
３０２が示されている。
【００５３】
カバー３０１、３０２は、それぞれ発熱体３が電力供給線３２に接続されている接続部側
（接続端子３３）及び、発熱体３が支持体３１に支持されている支持部側（不図示）にお
いて、図５図示のように、その内部に隙間３１１ａを存在させ、すなわち接続部及び支持
部との間に隙間３１１ａを存在させ、かつ発熱体３と接触すること無しに、すなわち発熱
体３との間に隙間３１１ｂを存在させて装着されているものである。
【００５４】
更に、カバー３０１、３０２の内部の隙間３１１ａにガスを導入するために、図８に示す
原料ガス導入系２１と同様の構成からなるガス供給系３２１が模式的に示されている。
【００５５】
本実施形態では、発熱体３が電力供給線３２に接続されている接続部（接続端子３３）及
び、発熱体３が支持体３１に支持されている支持部は、カバー３０１、３０２に覆われて
いるため破線で示している。
【００５６】
カバー３０１は発熱体３が支持体３１に支持される部分一箇所と、接続端子３３に接続さ
れる部分二箇所をまとめて覆い、カバー３０２は発熱体３が支持体３１に支持される部分
二箇所をまとめて覆うようになっている。
【００５７】
ここで、一つのカバーで覆う支持部や接続部（接続端子）の数は発熱体３の形状により任
意であることは言うまでもない。
【００５８】
図２は、本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第二の実施形態の要部構造を示すものである
。図１及び図８に示した部材と同様の部材には同じ符号を付している。本実施形態では、
発熱体３が支持体３１に支持される部分及び、発熱体３が電力供給線３２に接続されてい
る接続部（接続端子３３）の各々を、個別のカバー３０３、３０４で覆うようにしたもの
で、カバー３０３は発熱体３と支持体３１の各支持部を覆い、カバー３０４は接続端子３
３の部分を覆うものである。
【００５９】
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図３は、本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第三の実施形態の要部構造を示すものであり
、図９に示した支持体３１に線材３４で発熱体３を保持した発熱体ＣＶＤ装置に本発明を
適用したものである。図１、図２及び、図９に示した部材と同様の部材には同じ符号を付
している。本実施形態では、発熱体３が線材３４に接触している部分及び、接続端子３３
に接続されている部分をカバー３０５、３０６で覆うようにしたもので、カバー３０５は
発熱体３が線材３４に接触している部分一箇所と接続端子３３に接続されている部分二箇
所をまとめて覆い、カバー３０６は発熱体３が線材３４に接触している部分二箇所をまと
めて覆うようになっている。ここで、図１で示した実施形態の説明と同様に、一つのカバ
ーで覆う接触部や接続端子部の数は発熱体３の形状により任意であることは言うまでもな
い。
【００６０】
図４は、本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第四の実施形態の要部構造を示すものである
。図１～図３及び、図９に示した部材と同様の部材には同じ符号を付している。本実施形
態では、発熱体３が線材３４に接触している部分及び接続端子３３に接続されている部分
の各々を個別のカバー３０７、３０８で覆うようにしたもので、カバー３０７は線材３４
との接触部分を線材３４を含めて覆い、カバー３０８は接続端子３３の部分を覆うもので
ある。
【００６１】
図８に示す従来の発熱体ＣＶＤ装置によるシリコン膜形成では、シランガスと水素ガスを
それぞれの原料ガス供給系２１（図８では一系統のみの図示になっている）よりガス供給
器２を介して処理容器１内に導入していた。
【００６２】
これに対し、上記本発明の実施形態では、好適には、シランガスのみを原料ガス供給系２
１からガス供給器２を介して処理容器１内に導入し、水素ガスはガス供給系３２１よりカ
バー３０１～３０８内の隙間３１１ａに導入することができる。
【００６３】
本発明の発熱体ＣＶＤ装置においては、カバー３０１～３０８は発熱体３に接触すること
なく配置されている。すなわちカバー３０１～３０８と発熱体３の間に隙間３１１ｂが設
けられているので、前記のようにカバー３０１～３０８内の隙間３１１ａに導入された水
素ガスは、カバー３０１～３０８内からこの隙間３１１ｂを介して処理容器１内に導入さ
れる。
【００６４】
図５に図２に示した本発明の第二実施形態のＡ部断面の概略図を示す。水素ガスは、ガス
供給系３２１よりカバー３０４内の隙間３１１ａへ矢印３２２の方向に導入され、発熱体
３とカバー３０４の隙間３１１ｂから矢印３２３のように処理容器１内へ導入される。
【００６５】
この水素ガスの流れによりガス供給器２より処理容器１内に導入されたシランガスや、カ
バーされていない発熱体３の表面で分解及び／又は活性化されたシランガス起源の活性種
が、カバー３０４内の隙間３１１ａへ矢印３２３と反対の方向から侵入してくるのを防止
でき、発熱体３が電力供給機構からの電力供給線３２に接続されている接続部（接続端子
）３３近傍における発熱体３の端部の、やや温度が低い部分にこれらが接触し、シリサイ
ド化して劣化してしまうのを防止できる。
【００６６】
また、発熱体３が支持体３１に支持されている部分（図２に示した第二実施形態のカバー
３０３で覆われている部分）においても、図５に図示した構造と同様の構造（電力供給機
構からの電力供給線３２が接続されなくなり、接続端子３３が存在しなくなる点のみが図
５図示の構造と異なる）を採用することにより、支持体３１に支持されている発熱体３の
部分にシランガス等が接触して、シリサイド化し、劣化してしまうのを防止できる。
【００６７】
このような発熱体３のシリサイド化防止による劣化防止は、同様な原理により、図１、図
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３、図４に示した第一、第三、第四実施形態におけるカバー３０１、３０２、３０５～３
０８部においても実現される。
【００６８】
ここで、カバー３０１～３０８内に導入するガスは水素ガスに限らず、アルゴン、ヘリウ
ム、ネオン、クリプトン、キセノンのいずれか、またはこれらの２種以上からなる混合ガ
スでもよく、これらのいずれによっても、同様に発熱体３の劣化を防止できる。
【００６９】
水素ガスをこれらのガスと同時に導入する場合には、水素ガスはガス供給器２（図８）か
ら導入し、他のガスをカバー３０１～３０８内の隙間を介して導入することとしても、水
素ガスを他のガスと混合してカバー３０１～３０８内の隙間を介して導入してもよい。た
だ好ましくはカバー３０１～３０８内の隙間から混合して導入した方が効率的でよい。
【００７０】
図８に示す従来の発熱体ＣＶＤ装置によるシリコン窒化膜形成では、シランガスとアンモ
ニアガスをそれぞれの原料ガス供給系２１（図８では１系統のみの図示になっている）よ
りガス供給器２を介して処理容器１内に導入していた。
【００７１】
これに対し、前記本発明の実施形態では、好適には、シランガスのみを原料ガス供給系２
１からガス供給器２を介して処理容器１内に導入し、アンモニアガスはガス供給系３２１
よりカバー３０１～３０８内の隙間３１１ａへ矢印３２２の方向に導入し、発熱体３とカ
バー３０１の隙間３１１ｂから矢印３２３のように処理容器１内へ導入する構成にするこ
とができる。
【００７２】
これにより上記シリコン膜形成の場合と同様に、処理容器１内に導入されたシランガスや
、カバーされていない発熱体３の表面で分解及び／又は活性化されたシランガス起源の活
性種がカバー３０１～３０８内の隙間３１１ａへ矢印３２３と反対の方向から侵入してく
るのを防止でき、発熱体３が接続端子３３に接続されている部分近傍や、発熱体３の支持
体３１に支持されている部分近傍といった、発熱体３のやや温度が低い部分にこれらが接
触し、シリサイド化して劣化してしまうのを防止できる。
【００７３】
ここで、カバー３０１～３０８内の隙間を介して導入するガスは、アンモニアガスに、水
素、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素のいずれか、またはこれ
らの２種以上を混合した混合ガスでもよく、これらのいずれによっても、同様に発熱体３
の劣化を防止できる。
【００７４】
シリコン窒化膜を効率よく形成するためにはアンモニアガスを導入する必要があるが、ア
ンモニアガスをこれらのガスと同時に導入する場合、アンモニアガスはガス供給器２から
導入し、他のガスをカバー３０１～３０８内の隙間を介して導入してもよいし、カバー３
０１～３０８内の隙間を介してアンモニアガスを他のガスと混合して導入してもよい。た
だ好ましくはカバー３０１～３０８内の隙間を介して他のガスと混合して導入した方が効
率的でよい。
【００７５】
上記本発明の実施形態によるシリコン膜及びシリコン窒化膜の形成は、本発明の発熱体Ｃ
ＶＤ装置の成膜適用例であり、これら以外の成膜にも適応可能である。また、これらの膜
形成においてはシランガスを用いているが、シランガス以外のジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）、
トリシラン（Ｓｉ３Ｈ８）、テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）等でも本発明の適用が可
能である。
【００７６】
前記本発明の実施形態において、処理容器１内部に付着した膜の除去を行う際には、クリ
ーニングガスを原料ガス供給系２１と同様の構成のクリーニングガス供給系（不図示）か
らガス供給器２を介して処理容器１内に導入するとともに、水素、アルゴン、ヘリウム、
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ネオン、クリプトン、キセノン、窒素、アンモニアのいずれか、またはこれらの２種以上
からなる混合ガスをガス供給系３２１よりカバー３０１～３０８内の隙間３１１ａに導入
する。
【００７７】
これにより処理容器１内に導入されたクリーニングガスそのものや、カバーされていない
発熱体３の表面で分解及び／又は活性化されたクリーニングガス起源の活性種がカバー内
の隙間３１１ａへ矢印３２３と反対の方向から侵入してくるのを防止でき、支持体３１に
支持されている発熱体３近傍や、接続端子３３に接続されている発熱体３近傍がエッチン
グされて劣化してしまうのを防止できる。
【００７８】
ここで本発明の発熱体ＣＶＤ装置は、フッ素（Ｆ２）、塩素（Ｃｌ２）、三フッ化窒素（
ＮＦ３）、四フッ化メタン（ＣＦ４）、六フッ化エタン（Ｃ２Ｆ６）、八フッ化プロパン
（Ｃ３Ｆ８）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）、三フッ化塩化メタン（ＣＣｌＦ３）、五フッ化
塩化エタン（Ｃ２ＣｌＦ５）、三フッ化塩素（ＣｌＦ３）、六フッ化硫黄（ＳＦ６）のい
ずれのクリーニングガスに対しても適用可能である。
【００７９】
以上説明した本発明の発熱体ＣＶＤ装置では、発熱体３に線状のものを用いたが、発熱体
は箔状であっても、また線状発熱体ではコイル状等にして配置してもよい。ただし、コイ
ル状の発熱体を用いる場合、カバーと発熱体との隙間は、カバー内への原料ガスやその活
性種、あるいはクリーニングガスやその活性種の侵入を効果的に防止するように狭く設定
することが重要であり、その隙間の面積を狭くするため、少なくとも隙間部分の形状が線
状である発熱体を用いることが望ましい。
【００８０】
図６（ａ）、（ｂ）は、本発明による第五の実施形態における、接続部の構成部材である
接続端子本体３３１（図５の接続端子３３に該当している）への発熱体３の取り付けを説
明するものである。
【００８１】
この実施形態は、図５に符号Ｃで表されている、発熱体３が電力供給線３２に接続されて
いる接続部での発熱体の取り付け構造に特徴を有し、図６（ａ）、（ｂ）は、接続部の構
成部材である接続端子本体３３１（図５の接続端子３３に該当している）が支持体３１（
不図示）の上面に直接固定された形態を表わしている。
【００８２】
接続端子本体３３１（図５の接続端子３３に該当している）は、発熱体３の端部が挿脱さ
れる発熱体挿入口３３７と、発熱体３の端部が発熱体挿入口３３７に挿脱する方向（図６
（ａ）において矢示３３５で示される方向）へ摺動自在に取り付けられている弾性体支持
具としてのバネ押え金具３３４を備えていると共に、金属製又はセラミックス製の弾性体
（図６（ａ）図示の実施形態においては、バネ３３３）を発熱体挿入口３３７内に備えて
いる。
【００８３】
バネ３３３は、図６（ａ）図示のように、一方側（図６（ａ）中、左側）が、発熱体挿入
口３３７内に挿入される発熱体３の端部に面し、他方側（図６（ａ）中、右側）が、バネ
押え金具３３４に摺動自在に支持されている。
【００８４】
図６（ａ）図示の状態では、バネ押え金具３３４がバネ３３３を押していない。この状態
で、図６（ａ）図示のように、発熱体３の端部を発熱体挿入口３３７へ挿入し、次いで、
図６（ｂ）図示の状態へ、バネ押え金具３３４を、発熱体３の端部が発熱体挿入口３３７
に挿入される方向（図６（ａ）中、下側）へスライドさせると、バネ３３３が押され、こ
のバネ３３３の弾性力によって発熱体３の端部が接続端子本体３３１に押し付けられ、発
熱体３の接続端子本体３３１への取り付けが行われる。かかる取り付けは、バネ押え金具
３３４の図６（ａ）中、下側へスライドする動作によって瞬時に、しかも簡単に行うこと
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ができる。
【００８５】
また、発熱体３が接続端子本体３３１へ取り付けられている図６（ｂ）図示の状態では、
発熱体３の端部は、バネ押え金具３３４に支持されたバネ３３３の弾性力によるほぼ一定
した力で、接続端子本体３３１に押し付けられている。
【００８６】
発熱体３を交換する場合には、バネ押え金具３３４を図６（ｂ）中、上側へスライドさせ
て、図６（ａ）図示の状態に戻せば、バネ３３３が発熱体３の端部を接続端子本体３３１
に押し付ける力が瞬時に解除されるので、発熱体３の端部を簡単に抜き取ることができる
。
【００８７】
なお、前述した図６（ａ）、（ｂ）の実施形態においては、安定した成膜に貢献する一つ
の方策として、タングステン、モリブデンなどの高融点金属の板をバネ３３３と発熱体３
の端部との間に介在させ（不図示）、発熱体３の熱をバネ３３３に伝導しずらくすること
で、バネ３３３の温度上昇を低減させ、バネ３３３の温度上昇によるバネ力の変化を防止
することも考えられる。
【００８８】
　発熱体３の端部を接続端子本体３３１に押し付ける弾性力を発揮する弾性体としては、
バネが考えられ、このバネは、ベリリューム銅、ステンレススチール、インコネル（登録
商標）などの金属製のものや、セラミック製などのものを採用することができる。ただし
、１６００～２０００℃の高温に達する発熱体と接触し、６００℃近くまで加熱される場
合には、インコネル（登録商標）やセラミックス製のバネを採用することが望ましい。
【００８９】
図８、図９で説明した従来の基本的形態からなる発熱体ＣＶＤ装置において、発熱体３が
電力供給機構に接続されている接続部を、図６（ａ）、（ｂ）の実施形態で説明した構造
とすることによって、本発明が提案する発熱体ＣＶＤ装置とすることができる。このよう
な構成にすれば、発熱体が一度通電加熱されて変質し、脆くなっていたとしても、発熱体
３の端部は、高温下においてバネ３３３の安定したほぼ一定の弾性力により固定されてお
り、しかも、発熱体３の端部の接続部３３での取り付け、取り外しを容易に行うことがで
きる。
【００９０】
また、図８、図９で説明した従来の基本的形態からなる発熱体ＣＶＤ装置において、図１
乃至図５で説明した実施形態からなる発熱体３が電力供給線３２に接続されている接続部
及び、発熱体３が支持体３１に支持されている支持部の構造を採用し、更に、発熱体３が
電力供給機構に接続されている接続部を、図６（ａ）、（ｂ）の実施形態で説明した構造
とすることによって、本発明が提案する発熱体ＣＶＤ装置とすることもできる。このよう
な構成にすれば、発熱体ＣＶＤ装置の重要な機構部の一つである、主に発熱体の電力供給
機構との接続部において、発熱体３のやや温度が低くなる部分が、成膜時に、原料ガスや
これを起源とする活性種によって劣化（シリサイド化）したり、クリーニング時にクリー
ニングガスやこれを起源とする活性種と反応（エッチング）することを防止できるだけで
なく、発熱体の固定方法が改善されていて、その箇所における発熱体の劣化の問題を防止
できる発熱体ＣＶＤ装置を提供することができる。
【００９１】
図７（ａ）、（ｂ）は、接続部（接続端子３３）の構成部材である接続端子本体３３１（
図５の接続端子３３に該当する）への発熱体３の取り付け構造の他の実施形態を説明する
ものである。
【００９２】
接続端子本体３３１（図５の接続端子３３に該当している）は、発熱体３の端部が挿脱さ
れる発熱体挿入口３３７と、発熱体挿入口３３７内に配置されている金属製コイルバネ３
４０を備えている。
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【００９３】
一方、発熱体３はその端部にボス３３８の形態をした金属製ブロックを備えており、発熱
体挿入口３３７に挿入されたボス３３８が、発熱体挿入口３３７内の金属製コイルバネ３
４０の弾性力によって接続端子本体３３１に保持されて、発熱体３の接続端子本体３３１
への取り付けが行われ、しかも金属製コイルバネ３４０を通して発熱体３に電力供給が行
われるものである。
【００９４】
発熱体３の端部に備えられているボス３３８が発熱体挿入口３３７内へ挿入されると、金
属製コイルバネ３４０の弾性力によって瞬時に、しかも簡単に、ボス３３８を接続端子本
体３３１へ保持させると共に、金属製コイルバネ３４０を通して発熱体３への電力供給の
ための電気的接触を取ることができる。
【００９５】
また、発熱体３が接続端子本体３３１へ取り付けられている図７（ａ）図示の状態では、
発熱体３は、金属製コイルバネ３４０の弾性力によるほぼ一定した力で、接続端子本体３
３１に保持されている。
【００９６】
発熱体３を交換する場合には、ボス３３８を発熱体挿入口３３７から、金属製コイルバネ
３４０の弾性力に抗して抜き取るだけで、発熱体３のボス３３８を簡単に抜き取ることが
できる。
【００９７】
図８、図９で説明した従来の基本的形態からなる発熱体ＣＶＤ装置において、発熱体３が
電力供給機構に接続されている接続部を、図７（ａ）、（ｂ）の実施形態で説明した構造
とすることによって、本発明が提案する発熱体ＣＶＤ装置とすることができる。このよう
な構成にすれば、発熱体が一度通電加熱されて変質し、脆くなっていたとしても、発熱体
３の端部は、高温下において金属製コイルバネ３４０の安定したほぼ一定の弾性力により
固定されており、しかも、発熱体３の端部の接続部３３での取り付け、取り外しを容易に
行うことができる。
【００９８】
以上、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明は、かかる実
施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載から把握される技術的範囲に於
いて種々の形態に変更可能である。
【００９９】
例えば、カバー３０１～３０８の形態及び、その支持体３１への固定方法、カバー３０１
～３０８への電力及び水素ガスの導入位置等は、添付した図面に例示したものに限られる
ものではない。
【０１００】
【発明の効果】
本発明によれば、発熱体が電力供給機構に接続されている接続部や、発熱体が支持体に支
持されている支持部を、接続部、支持部との間に隙間を存在させ、かつ、発熱体と接触す
ること無しに、すなわち発熱体との間に隙間を介在させてカバーで覆い、当該カバーと接
続部、支持部との間の隙間にガスを導入するガス導入機構が備えられている。そこで、ガ
ス導入機構から水素、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素、アン
モニアのいずれか、またはこれらの２種以上からなる混合ガスを、前記カバーと接続部、
支持部との間の隙間に導入することにより、成膜時にはシランガス等の原料ガスやこれに
起源を有する活性種、付着膜除去時にはクリーニングガスやこれに起源を有する活性種が
、前記カバーと接続部、支持部との間の隙間に侵入して、接続部近傍や、支持部近傍とい
った発熱体の温度がやや低くなる発熱体部分に接触することを抑制できる。そのため、成
膜時におけるこれら発熱体の温度がやや低くなる部分から進行するシリサイド化、又は、
クリーニング時におけるエッチング現象などによる発熱体の劣化を効果的に防止すること
ができる。
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【０１０１】
また、発熱体が電力供給機構に接続されている接続部における発熱体端部の取り付けを、
接続部に設けられている発熱体挿入口への発熱体端部の挿入と、当該発熱体挿入口内に備
えられている金属製又はセラミック製弾性体によるほぼ一定の弾性力による発熱体端部の
接続部への押し付けによって実現している。そこで、発熱体が一度、通電加熱して脆くな
ったとしても、高温下でも安定した、ほぼ一定の弾性力により発熱体の端部を接続部に固
定し続けることができ、しかも、発熱体端部の接続部での取り付け、取り外しは、容易に
、かつ短時間で行うことができる。
【０１０２】
そこで、シリサイド化やエッチング現象の防止による発熱体の長寿命化と合わせることに
より、メンテナンスによる装置停止時間を低減できる生産性の高い発熱体ＣＶＤ装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第１実施形態の要部構成例を示す概念図で
ある。
【図２】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第２実施形態の要部構成例を示す概念図で
ある。
【図３】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第３実施形態の要部構成例を示す概念図で
ある。
【図４】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第４実施形態の要部構成例を示す概念図で
ある。
【図５】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第２実施形態のＡ部断面を示す概念図であ
る。
【図６】　本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第５実施形態の要部構成例を示す概念図で
あり、
（ａ）はバネによる発熱体の押し付けが行われていない状態を説明する図、
（ｂ）はバネによる発熱体の押し付けが行われている状態を説明する図、
【図７】（ａ）本発明に係わる発熱体ＣＶＤ装置の第６実施形態の要部構成例を示す概念
図、
（ｂ）は、図７（ａ）の実施形態に採用されているコイルバネの概略図。
【図８】　従来の発熱体ＣＶＤ装置の構成例を示す概念図である。
【図９】　従来の発熱体ＣＶＤ装置の別の構成例の要部構成を示す概念図である。
【図１０】　従来の発熱体ＣＶＤ装置における発熱体の取り付け部を説明する図。
【符号の説明】
１　　処理容器
２　　ガス供給器
３　　発熱体
４　　基板ホルダー
１１　　排気系
２１　　原料ガス供給系
３０　　電力供給機構
３１　　支持体
３３　　接続端子
３０１～３０８　　カバー
３１１ａ、３１１ｂ　　隙間
３２１　　　ガス供給系
３３１　接続端子本体
３３３　バネ
３３４　バネ押え金具
３３７　発熱体挿入口



(15) JP 4435395 B2 2010.3.17

３３８　ボス
３４０　コイルバネ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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